
基準価額・純資産総額の推移
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設定時

設定日：2021年4月23日 決算日：原則3月18日 信託期間：無期限

＜マンスリーレポート＞ 作成基準日:2025年10月31日

●基準価額（1万口当たり）は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。●分配金再投資基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、収益分配
金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、委託会社が公表している基準価額とは異なります。●基準価額の騰落
率は、当ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いて算出しています。したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。●設定来の基準
価額の騰落率は当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。●基準価額および課税前分配金は１万口当たりで表示しています。●分配金は
一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社が分配方針に基づいて判断し、分配を行わない場合があります。●分配金の一部またはすべてが元
本の一部払戻しに相当する場合があります。●上記はあくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。●現金等には未収、
未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。●上記組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計
が100％にならない場合があります。
（120020）

課税前分配金の推移

騰落率（2021年4月23日～2025年10月31日）

17.9億円基準価額 9,863円 純資産総額
1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年 -0.0%

0.2%

-0.2%

-1.0%

-2.0%

3年

設定来

ファンド

-1.4% -3.8%

参考指数

0.7%

0.6%

0.2%

0.5% -3.1%

設定来累計 0円

2022年3月18日 0円

－ －

2025年3月18日 0円

2024年3月18日 0円

2023年3月20日 0円

ポートフォリオの状況

資産 組入比率

債券 98.5%

先物 －

現金等 1.5%

合計 100.0%

ポートフォリオの特性値

格付別構成比率債券種別構成比率 年限別構成比率

※Moody’s、S&P、R&I、JCR 4社のうち、一番

高い格付を採用しています。

※格付の表記はS&Pに準拠しています。

劣後債

国債

0.0%

82.3%

0.0%

その他

種別 組入比率

（普通）社債 16.1%

格付

AAA

BBB

組入比率

0.0%

17.0%

AA

A

BB以下

26.8%

54.7%

0.0%

直接利回り 2.25%

修正デュレーション＊

5.41

4.87

平均残存年数＊

最終利回り 2.61%

4～6年

6～8年 21.0%

22.4%

27.7%

8～10年

10年以上 0.0%

年限 組入比率

0～2年 11.1%

2～4年

16.3%

※個別銘柄の組入比率で加重平均した値です。

＊繰上償還条項が付与されている銘柄は、次回

の繰上償還可能日を基準に算出しています。

※参考指数は、NOMURA-BPI／Ｌａｄｄｅｒ １０年です。

※参考指数は当ファンドの設定時を10,000として指数化しています。

※参考指数は投資対象市場全般の動向を示す指標として参照するものです。

参考指数を構成する銘柄に投資対象を制限することを目的とするものではありません。
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組入上位10銘柄

＊繰上償還条項が付与されている銘柄の償還日は、次回の繰上償還可能日を表示しています。

※最上位格付とは、組入銘柄に関して、Moody's、S&P、R&I、JCR 4社が付したうち、一番高い債券格付または発行体格付を指します。

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

第１回楽天グループ株式会社社債（劣後特約付）

第７回ソフトバンクグループ株式会社社債（劣後
特約付）

第２回ニプロ株式会社社債（劣後特約付）

第１回全共連第４回劣後ローン流動化株式会社
社債（劣後特約付）

第１回株式会社ＳＢＩ証券社債（劣後特約付）

第１回東北電力株式会社社債（劣後特約付）

第２３回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ社債（劣後特約付）

第１回住友生命第４回劣後ローン流動化株式会
社社債（劣後特約付）

第２回武田薬品工業株式会社社債（劣後特約
付）

組入
比率償還日

＊ 最上位
格付

5.8%

5.7%

5.7%

5.6%

5.6%

5.6%

2029/9/12

2030/10/23

2030/9/4

2028/3/24

A-

BBB

BBB+

BBB

最終利回り
（年率）

銘柄名

2.167%

2.110%

2.222%

3.131%

2.784%

10

3.046%

3

4

1

2

第３回住友化学株式会社社債（劣後特約付）

9

7

8

5

6

2027/9/15

2030/1/15

2029/7/3

AA-

2029/6/25

2.135%

1.551%

5.5%

2.006%

1.884%

1.934%

3.7年

3.6年 A

A-

A+ 5.6%

5.5%

5.5%

種別

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

劣後債

A

A+

クーポン

3.300%

4.691%

4.556%

3.067%

2.801%

2.081%

1.545%

2030/7/25

2035/9/22

残存
年数

3.9年

5.0年

4.8年

4.7年

9.9年

2.4年

1.9年

4.2年

4.206%

4.478%

（組入銘柄数:　19銘柄）
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ファンドマネージャーのコメント

＜市況動向＞

当月は、自民党総裁選から内閣発足に至るまで政局の不透明感が続きましたが、高市内閣の発足を受けて国内の

主要株式指数が最高値を更新するなどリスク選好が強まる展開となりました。国内クレジット市場は、10月下旬から

の中間決算発表を控え起債案件が徐々に減少するなか、株高を受けた資産間リバランスと思われる債券への資金流

入が続き、タイトな需給環境が継続しました。特に、ハイブリッド債などクレジット・スプレッドの厚い債券には旺盛な

需要が寄せられ、スプレッドには縮小圧力がかかりました。一方、東京証券取引所の特別注意銘柄指定やムーディー

ズによる格下げを受けたニデック、米国子会社における債権回収懸念が報じられたJA三井リースなどの社債ではス

プレッドが顕著に拡大する場面もありました。

＜運用経過と今後の運用方針＞

10月の日銀金融政策決定会合では政策金利が据え置かれました。植田総裁からは利上げの判断にあたって春闘の

初動のモメンタムなどを見極めたいとの発言があり、12月会合ないしは1月会合での利上げの公算が高まっていま

す。10月の国内金利はおおむね横ばいに推移するなか、当ファンドでは旺盛な需要が続くハイブリッド債の組み入れ

を高位に維持したことなどから、基準価額は前月末比で上昇しました。

11月中旬以降は中間決算発表を終えた企業による起債が見込まれますが、引き続き旺盛な需要がクレジット市場

の需給を支えるものとみています。当ファンドでは、ラダー型運用に基づき組み入れる債券の満期平準化を図ること

で金利リスクの分散化を目指す方針です。依然として短中期年限を中心にクレジット・スプレッドの厚い劣後債等への

需要は旺盛であり、こうした債券の利回りは通常のシニア債に比べて高く、金利上昇に伴う基準価額の下落を一定程

度抑制する効果が見込まれます。当ファンドではわが国を代表する企業が発行する劣後債の構成比を高く維持して

いますが、保有を継続することでキャリー収益を積み上げ、引き続き基準価額の向上を目指していきます。

・リスク・オフとは、投資家が株式など価格変動性の高い資産から国債や金、現金などの安全資産へ資金を移動させる行動のことです

（対義語：リスク・オン）。

・センチメントとは、市場参加者の全般的な心理状態をさす言葉です。使用例「センチメントが改善（悪化）する」

・イールドカーブとは、横軸に債券の残存年数、縦軸に最終利回りをとり、残存年数と最終利回りの関係を曲線で描いたものです。

・クレジット市場とは、債券の発行者や資金の借り手など、財務状況に応じた信用度によって変化するリスクを「信用リスク」といい、 事

業債などの信用リスクを含む商品を取引する市場の総称を指します。

・クレジット・スプレッドとは、事業債の最終利回りと国債の最終利回りとの格差のことです。 信用リスクのある商品に対して、投資家

心理が楽観的であればクレジット・スプレッドは縮小し、悲観的であれば、クレジット・スプレッドは拡大します。

用語解説

3/9



分配方針

原則、毎年3月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドの目的

ファンドの特色

安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

1. ＲＭ円建グローバル公社債マザーファンドを通じて、国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債

へ投資を行います。

●運用にあたっては、NOMURA-BPI／Ｌａｄｄｅｒ １０年を参考指数*1とします。

＊1 当ファンドの投資対象市場全般の動向を示す指標として参照するものです。参考指数を構成する銘柄に投資対象を制限す

ることを目的とするものではありません。

※ 「NOMURA-BPI／Ｌａｄｄｅｒ １０年」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、残存期

間が10年までの日本の国債を各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成（ラダー

型運用）のパフォーマンスを表す投資収益指数です。その知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティン

グ株式会社に帰属します。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、本件インデックスの正確性、完

全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

2. 投資適格債に投資します。

●原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券*2の中から、りそなアセットマネジメントが

独自の信用リスク分析に基づき銘柄を厳選して投資します。

＊2 Moody’s、S&P、R&I、JCR 4社のうち、一番高い格付がBBB格相当以上（S&P、R&I、JCRのいずれかでBBB以上ま

たはMoody'sでBaa以上）の格付を取得している債券

3. ラダー型運用により、金利変動に対するリスクの分散効果および利息収入の平準化を図ります。

●残存期間が10年程度までの国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債（国内外の円建公社債）

を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成（ラダー型運用）を目指し

ます。

4. 円建債券に投資するため、為替変動リスクは発生しません。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信

託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託

財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投

資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリ

スクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

＜基準価額の変動要因＞

市場
リスク

金利
（債券価格）
変動リスク

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動
します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値
下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合
またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくな
ることにより、基準価額の下落要因となります。

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性
が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から
期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が
下落する要因となります。

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関す
る規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあ
ります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となること
があります。

劣後リスク
一般に劣後債の法的な弁済順位は普通社債等に劣後するため、実質的に組み入れている有価証券
等の発行体が倒産した場合等には、普通社債等と比べて元利金の支払いを受けられない可能性が
高く、基準価額の下落要因となります。

繰上償還
延期リスク

繰上償還（コール）条項が付された有価証券等が、繰上償還を見込んで市場で取引されている場合、
繰上償還が予定通り実施されない、または繰上償還が実施されないと予想された場合等には、当該
有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となりま
す。

利払い
繰延リスク

利息の支払繰延条項が付された有価証券等を実質的に組み入れた場合、発行体の財務状況や収益
状況により利息の支払いがなされない、または支払いが繰り延べられることがあり、この場合、基準
価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

信用リスク

流動性リスク

カントリーリスク

劣後債
固有の
リスク
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お申込みメモ（お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

■委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2858号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの運用の指図を行います。

お問い合わせ：0120-223351（営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

■受託会社 株式会社りそな銀行
ファンドの財産の保管および管理を行います。

■販売会社 募集・販売の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の

再投資ならびに収益分配金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。

委託会社、その他の関係法人

購 入 単 位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にご確認ください。

購 入 価 額 購入申込受付日の基準価額（1万口当たり）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にご確認ください。

換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額（1万口当たり）

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間
原則として、購入・換金のお申込みについては、各営業日の午後3時までに受け付けた分（販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を当日のお申込み分として取扱います。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。

信 託 期 間 無期限（2021年4月23日設定）

繰 上 償 還

次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、繰上償還す
ることができます。
・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
・やむを得ない事情が発生したとき。

決 算 日 年1回決算 3月18日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

課 税 関 係

当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象とな
ります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異
なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除・益金不算入の適用はありません。税法が改正された場合などには、変更となることがありま
す。
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に0.55％（税抜0.5％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額で
す。
詳しくは販売会社にご確認ください。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの純資産総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とします。
運用管理費用（信託報酬）は、信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
信託報酬率（およびその配分）については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券
株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、以下の表に掲げる率を毎計算期間
開始日より適用するものとします。

その他の費用・
手 数 料

監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産の
海外保管等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等（これらの消費税
等相当額を含みます。）は、その都度（監査費用は日々）ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料
は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載
することができません。

※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

新発10年固定利付国債

利回り（終値）

運用管理費用

（信託報酬）

0.50%未満の場合 年率0.330％（税抜0.300％）

0.50%以上1.00%未満の場合 年率0.440％（税抜0.400％）

1.00%以上2.00%未満の場合 年率0.550％（税抜0.500％）

2.00%以上3.00%未満の場合 年率0.660％（税抜0.600％）

3.00%以上の場合 年率0.770％（税抜0.700％）
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留意事項

＜当資料について＞

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにりそなアセットマネジメント株式会社が作成したものです。投資

信託のご購入にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面を販売会社よりお渡ししますので必ず内

容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

なお、以下の点にもご留意ください。

当資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの

ではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではあり

ません。

当資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運

用ができない場合があります。

当資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。

当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的財産権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属

します。

＜ファンドについて＞

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他

のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有

価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が

急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限ら

れてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受け付けが中止

となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。

収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に

生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本

の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった

場合も同様です。

ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱

う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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販売会社（お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。）

商号（50音順） 登録番号等
日本証券
業協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

株式会社SBI証券
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44号

○ ○ ○

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引
業者 株式会社SBI証券)

登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号

○ ○

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引
業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号

○ ○

株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業
者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関
関東財務局長（登金）第633号

○

株式会社関西みらい銀行
登録金融機関
近畿財務局長(登金)第7号

○ ○

株式会社埼玉りそな銀行
登録金融機関
関東財務局長（登金）第593号

○ ○

株式会社三十三銀行
登録金融機関
東海財務局長(登金)第16号

○

松井証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第164号

○ ○

マネックス証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第165号

○ ○ ○ ○

株式会社みなと銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第22号

○ ○

楽天証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号

○ ○ ○ ○

株式会社りそな銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第3号

○ ○ ○
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